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金沢 KOGEI アクションプラン 

―金沢の工芸の未来に向けて―（仮称）骨子案 

１． 計画策定の目的 

金沢市は、2010年度に伝統工芸品産業の健全な発展に向けた具体的な施策展開の指針として

「金沢市伝統工芸品産業アクションプラン」（以下、「第１次計画」という。）を策定した。2019

年度で計画期間の終期を迎えることから、金沢の工芸を取り巻く環境の変化を踏まえ、第 2次

計画となる「金沢 KOGEI アクションプラン―金沢の工芸の未来に向けて―（仮称）」を策定す

る。 

 

２． 金沢の工芸を取り巻く環境の変化 

金沢の伝統工芸品産業は、長い歴史の中で市民の生活と文化・経済を支えてきたが、ライフ

スタイルの変化や価値観の多様化、安価な海外製品の流入などにより、需要が低迷し、事業者

数の減少、従事者の高齢化や後継者不足などに加え、道具・材料等の確保難など全国の伝統工

芸品産業と同様に大変厳しい状況に置かれている。 

本市では、積み重ねられてきた手仕事を次の世代に継承・発展させるため、重点的に人材育

成に取り組んでおり、金沢卯辰山工芸工房や金沢美術工芸大学などから多くの作家や職人を輩

出し、国内外での活躍の兆しが見えつつある。 

また、これまでも製品開発や情報発信、販路拡大に取り組んできているが、第 4次産業革命

による技術革新やモノからコトへと消費が移行してきているなど社会情勢がさらに変化してき

ており、新たな対応が必要となってきている。 

一方、東京オリンピック・パラリンピック開催の決定により日本文化への世界の注目が集ま

り、さらに日本の工芸の美術的な価値も世界の市場で評価されてきており、文化的な側面によ

る経済波及効果が期待されている。 

加えて、本市は、平成 27（2015）年の北陸新幹線金沢開業により国内外からの来訪者が増加

しており、令和 2（2020）年の東京国立近代美術館工芸館が移転・開館、令和 3（2021）年の価

値創造拠点開設を控えている。 

 

課題 強み 機会 

・需要の低迷、事業者数の減少 

・従事者の高齢化、後継者不足 

・道具、材料等の確保難 

・つなぎ手の重要性の高まり 

・生業とするための経営スキルの習得 

・モノからコト消費への対応 

・国内屈指の多彩さ 

・技術力と表現力の高さ 

・歴史、文化との深いかかわり 

・若手工芸作家、職人等の活躍 

・民間催事の活発化 

・作り手への手厚い支援 

・国外からの日本文化への関心の高まり 

・工芸の美術的な価値への注目 

・文化の経済波及効果への期待 

・環境配慮への関心の高まり 

・国内外からの観光客の来訪 

・東京国立近代美術館工芸館の移転、開館 

 

 

 

 

３．  本計画で対象とする「工芸」 

 金沢市には、伝統工芸品が 26種類あり、その多彩さは国内屈指の水準にある。 

26種類のうち、「加賀友禅」「九谷焼」「金沢仏壇」「金沢箔」「金沢漆器」「加賀繍」の 6 種類

は「伝統的工芸品産業の振興に関する法律」による指定を受けており、さらに希少伝統工芸と

いわれるものが 20種類ある。 

また、金沢の優れた伝統工芸の継承発展と文化振興を図るための工芸の総合機関である金沢

卯辰山工芸工房で研修が行われる「陶芸」「漆芸」「染」「金工」「ガラス」等、従来の伝統工芸

の技術を活かした新しい工芸がある。 

その作品は、作り手や使い手の志向性等に応じて、芸術的な表現を目指しながらも 

機能性をもった「美術工芸」、職人が量産し、多くの使い手に販売される「産業工芸」、個人作

家等による少量生産で、普段の暮らしの中で使われる「生活工芸」に大きく分類されるが、金

沢市では極めて多様なジャンルの工芸品が生み出されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４． 計画の期間 

 2020年度から 2029年度の 10年間 

（3年ごとに達成状況を確認し、必要に応じて計画の見直しを行うものとする。） 
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５． 基本理念と施策の方向性 

 

  

 

 

将来像 取り組むべき行動 施策の方向性 主な施策（例） 

将来像１ 

 工芸が息づくまち 

 

 市民生活の中に格調高い技と美に対

する豊かな感性を育んできた歴史的背

景を大切にし、工芸が暮らしに息づくま

ちを目指します。 

伝統工芸品の需要が低迷する中、金沢の工芸品の需要を生み出すために

は、「使い手」に普段の生活から工芸品に触れ、使ってもらうことが重要であ

る。そのため、金沢での暮らしの中に「工芸」が息づく環境を整備すること

が必要である。 

また、「作り手」の作品を「使い手」に、「使い手」が求める作品を「作り

手」に届きやすくするためには、プロデュースや発信をするコーディネータ

ー（｢つなぎ手｣）の育成も不可欠である。 

 

①工芸を身近に感じる機会の創出 

・「作り手」と「使い手」が交流する催事の開催支援 

・茶道や華道など工芸品を取り扱う伝統文化の奨励 

・宿泊施設、飲食店等地元企業による工芸品の活用を支援 

・体験を販売に結びつける取組の強化 

②工芸に親しむ使い手の育成 
・市民の工芸の目利き力向上のための意識啓発 

・次世代が工芸品に触れる機会の創出 

③「作り手」と「使い手」を 

つなぐ環境整備 

・「つなぎ手」となる人材育成の支援 

・「作り手」「つなぎ手」データベースの作成による人材バンクの 

充実、情報の提供 

将来像２ 

 工芸を育むまち 

 

工芸に携わる「使い手」「作り手」「つ

なぎ手」が連携し、工芸を金沢のまち全

体で育てる仕組みを作り、工芸を育むま

ちを目指します。 

本市では「作り手」の育成に力を入れており、金沢卯辰山工芸工房や金沢

美術工芸大学などから多くの作家・職人を輩出している。 

今後は、技術的な育成環境に加え、自己プロデュース力や経営能力など、

「作り手」が自分の力で事業継続できるよう支援をすることが重要である。 

また、工芸に携わる多様な人が金沢に集い活躍する環境を作ることで、「工

芸ビジネスの集積地」としての基盤を築くことが必要である。 

①「作り手」のスキルアップ支援 
・「作り手」の継続的な事業活動の支援 

・新しい時代に対応したものづくりの推進 

②生業として持続できる 

ものづくりの推進 

・金沢市や他都市での展示会開催時及び出展時の支援 

・新しい時代に対応した販売手法の研究推進 

・工芸技術を活用した新商品開発・コラボレーション事業への支援  

・「作り手」の技を活かしたコトづくりの強化 

③まちなかでの制作環境の整備 
・「作り手」がまちなかで活動するための支援 

・「作り手」が集い交流する環境づくりの推進 

将来像３ 

 工芸が世界に羽ばたくまち 

 

工芸に関するビジネスが集積し、世界

の工芸との交流が生まれ、金沢から世界

へと工芸が羽ばたくまちを目指します。 

金沢は、これまで培ってきた工芸技術を大きな価値とし、工芸の表現の新

しい可能性と豊かさを世界へ発信できるまちであり、さらに近年、世界のア

ート市場において日本の工芸に対する評価が高まっており、国外からの来訪

者も増加している。 

そのため、世界的なアートフェアや見本市への出展、工芸を中心とした世

界的な催事を金沢で継続的に開催するほか、工芸に関係する世界の多様な人

材との交流など、双方向の国際展開により世界市場における金沢の工芸の価

値を高めることが大切である。 

①世界の工芸分野との人材交流 
・金沢市や海外の主要な美術館、展示会等での「作り手」や「つなぎ手」 

との人材交流 

②世界的なアートフェアや見本市 

への進出、開催 

・海外の主要アートフェアや見本市への出展及び出展支援 

・世界に通用するアートフェアや見本市の金沢での開催支援 

③世界への工芸技術の発信 
・工芸技術に関する海外への情報発信の強化 

・海外からの美術工芸愛好家を受け入れる環境づくりの推進 

将来像４ 

 工芸を未来に伝えるまち 

 

 何世代にも 渡り受け継がれてきた技

術を継承するとともに革新を加えるこ

とで、未来に向けて新しい工芸を創造す

るまちを目指します。 

金沢がこれからも世界に誇る工芸のまちであるためには、長年育んできた

工芸技術等を後世に継承することが大切である。高度な技術を持つ「作り手」

から若い「作り手」へ技術を伝えることに加え、先進的な技術を駆使し、職

人技術を記録し保存することが必要である。 

また、これらのアーカイブをもとに、既成概念にとらわれない革新的な手

法も取り入れ、未来に向けて金沢の工芸の技術を高めることが大切である。 

さらに、異業種・異分野のコラボレーションを促すことで、工芸に関わる

新産業を創出し、工芸の新しい需要を生み出す必要がある。 

①制作技術等の保存と継承の推進 

・伝統工芸技術、素材、道具等の体系的調査と記録の実施 

・伝統工芸技術の習得推進 

・持続可能性を意識したものづくりの推進 

②革新的なものづくりの推進 
・価値創造拠点での異業種交流の推進 

・作り手を対象とした技術向上研修の推進 

作り手と使い手を育み、未来へ継承・発展させる世界の工芸都市 金沢 ◆基本理念 
工芸が日々の暮らしに息づき、手仕事の技能と知恵を継承・発展させるとともに、

心を動かす新しい工芸を創造し、世界を引きつけるまちを目指す。 
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用語解説 

（１） 工芸の「作り手」 

 工芸の作り手には、作品を作るために自らの手で材料や道具等の素材を集め、作品制

作、販売まで行っている者（いわゆる作家（artist））や、工芸品の制作プロセスの一部

工程を担当するスペシャリストとして、工芸品の制作活動を支えている者(いわゆる職

人（artisan）)等のこと。 

これらの作り手の働き方には、個人事業主として活動する者もいれば、工房の従業員

として従事している者もいる。 

（２） 工芸の「つなぎ手」 

 工芸の「つなぎ手」は、「作り手」と「使い手」をつなぐ人材のことをいう。ギャラリ

ーやショップを通じて「作り手」の作品の魅力を「使い手」に伝える役割を担うギャラ

リストやバイヤー、作品を「使い手」により手にとってもらいやすくするためにテーマ

や展示を企画するコーディネーターや、異業種・異分野のコラボレーションを促すこと

で、工芸品の新しい需要を生み出すプロデューサー等が「つなぎ手」の役割を担ってい

る。 

（３） 工芸の「使い手」 

 工芸の「使い手」は、年齢・性別・国籍に関わらず「工芸」に興味を持ち、趣向や目

的に沿った作品の購入や工芸の技術や歴史等を通じて、「工芸」と関わりを持つ人のこと。 

 

 

 

 

 

 

 


